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１．はじめに 

 

総合科学技術・イノベーション会議は、内閣府設置法の規定に基づき国家的

に重要な研究開発について評価を行うこととされており、その実施に関して

は、「総合科学技術・イノベーション会議が実施する国家的に重要な研究開発

の評価について」（平成１７年１０月１８日総合科学技術会議決定、平成２６

年５月２３日一部改正）（以下、「評価に関する本会議決定」という。）を定め

ている。 

この「評価に関する本会議決定」において、事前評価を実施した研究開発に

ついては、事後評価を実施することとしている。 

また、評価に当たっては、「評価に関する本会議決定」に従い、あらかじめ

評価専門調査会が、専門家・有識者の参加を得て、府省における評価の結果も

参考に調査検討を行い、総合科学技術・イノベーション会議はその報告を受け

て結果のとりまとめを行うこととしている。 

 

「日本海溝海底地震津波観測網の整備及び緊急津波速報（仮称）に係るシス

テム開発」は、文部科学省が平成２３年度から実施していた事業であり、総合

科学技術会議（当時）は平成２３年１２月に事前評価を実施し、その後、平成

２５年１１月にフォローアップとして、研究開発の実施状況や、事前評価で指

摘された事項への対応状況等の確認を行っている。 

当該研究開発について、今般、総合科学技術・イノベーション会議において、

その事後評価を実施した。総合科学技術・イノベーション会議では、評価専門

調査会において当該研究開発に関係する分野の専門家・有識者の参加を得て

実施した調査検討の結果を踏まえて評価を行い、その結果をここにとりまと

めた。 

総合科学技術・イノベーション会議は、本事後評価結果を公表するとともに、

文部科学大臣に通知し、本事後評価結果の施策への反映を求めることとする。 

なお、「緊急津波速報（仮称）に係るシステム開発」については、予算化さ

れておらず未実施であるため評価対象外とした。 
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２．評価の実施方法 

 

 

２．１．評価対象 

 

○ 名称：「日本海溝海底地震津波観測網の整備及び緊急津波速報（仮称） 

に係るシステム開発」 

 

○ 実施府省：文部科学省 

 

○ 実施期間：平成２３年度から平成２８年度までの６年間 

 

○ 予算額：国費総額は、約３２４億円 

 

○ 事業内容： 

地震計および水圧計を配したケーブル式の観測網を東北地方太平洋沖に

整備するとともに、これを活用した高精度な津波即時予測（緊急津波速報

（仮称））システムの開発を行うことを目的とする。 

 

○ 実施機関：国立研究開発法人 防災科学技術研究所 

 

 

２．２．総合科学技術・イノベーション会議による事前評価等の実施 

 

総合科学技術会議（当時）は、平成２３年１２月に事前評価、平成２５年１

１月にフォローアップを行い、以下の評価結果等を得ている。 

 

平成２３年１２月の事前評価では、以下の点が指摘されている。 

 

①  観測網を敷設する海域について 

文部科学省に設置されている地震調査研究推進本部において、「海域を

中心とした地震観測網の強化等を総合的に推進する。」 (「新たな地震調
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査研究の推進について」(平成２１年４月２１日 地震調査研究推進本

部)) と示された方針について、観測機器の仕様や日本列島周辺海域全体

の海域整備の地域的優先順位を含め、具体的にどう進めていくのかとい

う計画を検討し、これを明らかにした上で、当該海域での観測網の整備を

進めるべきである。 

②  「緊急津波速報(仮称)」の実用化に向けた手順の明確化について 

本事業で開発した成果を確実に実用化に結びつけるためには、開発す

べきアルゴリズムに対する気象庁のニーズの把握と併せ、技術移転プロ

セスについて、予め、気象庁と合意をした上で明確にしておくことが必要

である。 

「緊急津波速報(仮称)」の活用体制の構築に係る具体的な目標と、その

達成に向けた地方公共団体等との連携方法やシステムの活用方法等の手

順について、予め、気象庁との連携の下で明確にしておく必要がある。 

③  事業の推進における的確なマネジメント体制の構築について 

事業運営委員会の運営に当たっては、予め、参加機関の役割分担を明確

にしておくことと併せて、同委員会に方針を決定する機能だけではなく、

関係機関に対する調整機能を持たせる必要がある。 

また、事業運営委員会は合議体組織であることから、責任体制が必ずし

も明確ではない。このため、最終的な責任を誰が負うのかということにつ

いて、予め、明確に示しておくことも必要である。 

このため、システムの研究開発を開始するに当たっては、それぞれの機

関の具体的な関与と責任範囲を明確することが必要である。  

 

また、平成２５年 1１月のフォローアップでは、以下の点が指摘されている。 

 

①  「緊急津波速報（仮称）」の実用化に向けた手順の明確化について 

システム開発において、気象庁や地方公共団体等からのニーズの把握

のため、「日本海溝海底地震津波観測網の整備に関する運営委員会」及び

「海底地震津波観測データ利活用ＷＧ」の体制が整えられているが、気象

庁への技術移転プロセスについては検討中であることから、本格的なシ

ステム開発までには明確にしておくことが必要である。 

なお、津波の即時予測技術の高度化研究については、想定している開発

目標に向け着実に研究を進めるとともに、気象庁等の関係機関と緊密に

連携し、次世代の津波注意報・警報の実現に資する開発を進めることが重
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要である。 

また、地域勉強会の開催、地方自治体への講師派遣等を通じて、地方公

共団体等のニーズを把握するとしているが、地方公共団体等との連携方

法やシステムの活用方法等の手順については検討中であることから、本

格的なシステム開発までに明確にしておく必要がある。 

②  事業の推進における的確なマネジメント体制の構築について 

「日本海溝海底地震津波観測網の整備に関する運営委員会」を通じて、

気象庁、海洋研究開発機構等との連携体制は整えられ、役割分担も明確に

なっている。今後は、気象庁への技術移転に向けた取り組みや南海トラフ

の観測網整備の主体である海洋研究開発機構と具体的なノウハウの共有

化を進めるなど、有機的かつ緊密な連携の効果を一層発揮していくこと

が必要である。 

 

２．３．評価目的 

 

総合科学技術・イノベーション会議は、事前評価の結果やそのフォローアッ

プの結果等を踏まえた当該研究開発の実施状況等を検証し、その結果を公表

することにより総合科学技術・イノベーション会議としての説明責任を果た

すとともに、文部科学省等による当該研究開発成果の施策への活用や、次の段

階の研究開発への展開等を促進することを目的として評価を実施した。 

 

２．４．評価方法 

 

「評価に関する本会議決定」に基づき、評価専門調査会が文部科学省等にお

ける評価結果も参考として調査検討を行い、その結果を受けて総合科学技術・

イノベーション会議が評価を行った。 

 

評価専門調査会における調査検討は、「総合科学技術・イノベーション会議

が事前評価を実施した研究開発に対する事後評価の調査検討等の進め方につ

いて」（平成２１年１月１９日 評価専門調査会決定、平成２６年７月４日一部

改定）に基づき、評価専門調査会の会長が指名する有識者議員及び専門委員、

同会長が選考した専門家・有識者から構成された評価検討会により、文部科学

省からの研究開発成果、その効果、マネジメントの実施状況等についてのヒア

リングなどを行い、評価専門調査会が評価結果としてとりまとめた。 
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３．評価結果 

 

３．１．総合評価 

 

日本海溝海底地震津波観測網(以下、本観測網という。)の整備により、該当

エリアでの地震検知が最大３０秒程度、沖合での津波の検知が最大２０分程

度、従来よりも早くなることで、地震・津波防災体制の強化が図られる。また、

海溝型地震発生メカニズム等の解明といった学術研究が進展するものと期待

される。 

本観測網の整備については、多岐にわたる関係機関との調整に時間を要し

たため完成時期が 1 年以上遅れたものの、現在までに 6 系統中 5 系統が完成

し、残り 1系統も今年度中に整備が終了する予定である。整備が完了した 5系

統については、3 月から防災科学技術研究所での観測データの受信が始まり、

そのうち津波を計測するための水圧データについては 7 月より気象庁での活

用、具体的には、津波警報第 1 報発表後の津波警報の更新や沖合の津波観測

に関する情報の迅速化や精度向上のために活用され始め、地震・津波防災体制

の強化に貢献している。 

しかしながら、「国民の生命を守る」という目的を一刻も早く達成するため

には、まだまだ取り組みが不十分であり、文部科学省及び防災科学技術研究所

は、避難指示や勧告をする責務を負っている地方自治体、特に東日本大震災で

津波によって被災した沿岸市町村や緊急地震速報及び津波警報の発表を行う

気象庁、また、インフラ設備の適切な地震・津波対策が必要となる民間事業者、

海溝型地震発生メカニズムの研究者等と緊密に連携しつつ、観測データが地

震・津波防災体制の強化につながるよう、次項に示す主な指摘事項を主体的、

主導的かつ早急に取組む必要がある。 

 

３．２．主な指摘事項 

 

（１）沿岸市町村(地方自治体)の地震・津波防災体制強化への貢献 

沿岸市町村の地震・津波防災体制を強化するためには、早急に本観測網の観

測データを活用し、迅速な住民の地震への危険回避行動と津波からの避難活

動につなげていくことが必要である。しかしながら、本観測網の観測データを
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沿岸市町村がどのようにして防災に活用するのかの具体的な道筋が不明確で

ある。 

このため、文部科学省と防災科学技術研究所は、沿岸市町村の意見・要望を

確認し、地震・津波防災体制強化のために必要となる情報やサービスを特定し、

それを具体化するための課題を早急に整理した上で、関係機関や関連する研

究開発と緊密に連携して、実際に沿岸市町村が観測データを活用できるよう

にするための活動を加速すべきである。 

 

（２）気象庁緊急地震速報・津波警報等への貢献 

本観測網の地震計は海底に据え置きされており、緊急地震速報に使用され

ている地上設置型地震計とは設置場所の地盤特性が大きく異なるため、緊急

地震速報に活用するには十分な検証が必要である。 

このため、本観測網の地震データを早期に緊急地震速報に活用するために、

文部科学省と防災科学技術研究所は気象庁と連携して、海底地震観測波形の

解析処理手法の確立と検証について早急に取り組むべきである。 

一方、緊急地震速報・津波警報等に活用される地震計並びに水圧計は、長期

安定性が重要である。このため、文部科学省と防災科学技術研究所は観測網の

機能維持を図るべきである。 

 

（３）低コスト海底地震津波観測網の研究開発 

本観測網の耐用年数は３０年程度と言われており、耐用年数経過後にも同

等以上の水準で観測を継続する場合には、観測網の更新やその他代替手段と

いった対策を講じる必要がある。また、政府の地震調査研究推進本部では、南

海トラフで、今後３０年以内にＭ８～９クラスの地震が発生する確率を７

０％程度と評価していることなどから、別の海域で同様の観測網整備の必要

性が高くなることも予想される。 

このため、文部科学省と防災科学技術研究所は、本観測網と同等以上の品質

レベルの観測データが取得可能で、かつ、ライフサイクルコストの安価な地震

津波観測網について、新しい観測手法も含めて検討すべきである。 
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株式会社ＮＴＴドコモ 東北復興新生支援室  

担当部長 

 

常葉大学大学院 環境防災研究科長/教授 

市民防災研究所理事 

 

京都大学防災研究所 地震予知研究センター 

海溝型地震研究領域 教授 

       （敬称略） 
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参考３ 審議経過 

 

平成 28 年 

4 月 5 日 

 

 

4 月 8 日 

           

 

 

 

8 月 25 日 

 

 

 

10 月 21 日 

 

 

12 月 21 日 

 

第１１６回評価専門調査会 

評価検討会の設置、進め方の確認等 

 

第１回評価検討会 

文部科学省からの研究開発成果等の聴取・質疑、追加質問

事項の抽出 

委員からの評価コメントに基づき論点を整理 

 

第２回評価検討会 

追加質問事項に対する文部科学省からの回答の聴取、再

質疑論点に基づき調査検討結果を取りまとめ 

 

第１１８回評価専門調査会 

評価に係る調査検討結果の報告、評価結果案の検討 

 

総合科学技術・イノベーション会議 

評価結果案に基づく審議と評価結果の決定 

 

 


